
大垣市高齢者おでかけバス助成事業

令和8年6月スタート！

年間1万円分の

バスチケットを交付！

65歳以上で車を運転することができない高齢者の外出を

支援するため、申請時に1万円分のバスチケットを交付します。

（申請は毎年度1回限り。）

次の①、②のいずれにも該当する方

①本市に在住する、住民登録されている65歳以上の方

②運転免許を持っていない、又は持っていても運転できない方

事業概要

対象者

お問い合わせ 大垣市役所 高齢福祉課 0584-47-7424



名阪近鉄バスの大垣市内を発着する路線バスとなります。

（高速バス、大垣伊吹山線を除く。）ただし、市外バス停の

「東安中前」、「青刈」は例外として発着地点に含まれます。
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申請書に

必要事項を記入

申請書を

市窓口に提出

市窓口で

バスチケットを受取

【申請窓口】 大垣市役所高齢福祉課、各市民サービスセンター

各地域事務所

※市民サービスセンター、地域事務所は申請書の受取のみです。

旧制度は、令和8年5月31日利用分までが

助成対象となります。申請期限は、令和9年

3月31日となりますので、期日までに申請して
市ＨＰ

対象となるバス路線

申請方法等

（郵送の場合あり）

旧制度をご利用の方へ

いただくようお願いします。
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申請受付開始日

令和8年5月11日 （バスチケットの利用開始は6月1日から）
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